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             逗子市教育委員会 



 

                  会 議 録   

 平成１８年１月１６日逗子市教育委員会１月定例会を逗子市役所第６会議室に招集した。 

 

◎ 出席者 

   委員長          小 島 裕 子 

   教育委員         五十嵐   樹 

   教育委員         村 松 邦 彦 

   教育委員         吉 﨑 久 治 
   

 教育長職務代理者   
                 新 明   武 
    教育部長       
   

 教育部担当部長    
                 森 本 博 和 
  （文化・教育ゾーン担当） 

   教育部次長        嶋   六 三 
   

 教育部次長      
                 川 村 信 敏 
   学校教育課長事務取扱  

   教育総務課長       草 栁   清 
   

 学校教育課課長補佐  
                 金 沢   聖 
   学校教育係長事務取扱  

   生涯学習課長       矢 島 茂 生 
   

 生涯学習課課長補佐  
                 竹 内 敏 春 
  文化財保護係長事務取扱 

   教育研究所長       佐 藤 真 澄 

   小坪公民館長       野 田 時 義 

   図書館長補佐       永 田 寛 夫 
   

 文化プラザホール主幹  
                小 俣 雄 司 
  （仮称）生涯学習棟担当 

 



 

  事務局 
 
   教育総務課副主幹   
                舘   兼 好 
   庶務係長事務取扱   

 

 

◎ 開会時刻    午後 ３ 時０２分 

◎ 閉会時刻    午後 ３ 時４０分 

 

◎ 会議録署名委員決定  村松委員、五十嵐委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○小島委員長  

 会議に先立ちまして、傍聴の皆様にお願い申し上げます。傍聴に際しては、入り口に掲示

されております注意事項をお守りくださるようお願いいたします。なお、教育委員会の議決

により、秘密会にすべき事項と思われる案件が出されたときには御退場いただく場合があり

ますので、どうぞ御了承ください。 

○小島委員長  

 では、定足数に達しておりますので、ただいまから平成１８年逗子市教育委員会１月定例

会を開催いたします。 

 本日の会議日程はお手元に配付したとおりでございます。 

 会議規則により、本日の会議録署名委員は村松委員、五十嵐委員にお願いいたします。 

 では、これより会議日程に入ります。 

 

◎日程第１「１１月臨時会会議録の承認について」  

○小島委員長  

 日程第１「１１月臨時会会議録の承認について」を議題といたします。 

 委員にはお手元の会議録をごらんいただきたいと存じます。 

 会議録に御異議はございませんでしょうか。 

              （「異議なし」の声多数 ） 

 では、御異議がないようですので、１１月臨時会会議録は承認をいたします。 

 村松委員、五十嵐委員、会議録に御署名お願いします。 

 

◎日程第２「１１月定例会会議録の承認について」  

○小島委員長  

 次に、日程第２「１１月定例会会議録の承認について」を議題といたします。 

 委員にはお手元の会議録をごらんください。 

 １１月の会議録、いかがでしょうか。御異議はございませんでしょうか。 

              （「異議なし」の声多数 ） 

 では、御異議がないようですので、１１月定例会会議録を承認をいたします。 

 五十嵐委員、吉﨑委員、御署名お願いいたします。 

 



◎日程第３「教育長職務代理者報告事項」  

○小島委員長  

 続きまして、日程第３「教育長職務代理者報告事項について」を議題といたします。 

 教育長職務代理、御報告をお願いいたします。 

○新明教育長職務代理者・教育部長  

 それでは、私の方から御報告させていただく前に、昨年の１２月２０日をもって前野村教

育長の任期が満了となりまして、後任の教育長が選任されるまでの間、逗子市教育委員会事

務分掌規則第１５条の規定によりまして、私が教育長の職務を代理することとなりまして、

１２月２１日をもって職務代理者の告示をさせていただきました。何分不慣れでもあります

が、不行き届きの点も多々あろうかと思います。後任の教育長選任までの間、精いっぱい務

めさせていただきますので、委員長を初め委員の皆様におかれましては、よろしく御指導等

賜りますようお願いいたします。 

 次に、平成１８年１月１日付けをもちまして人事異動がございましたので、教育委員会に

おける管理職職員の人事異動について御報告させていただくとともに、御紹介をさせていた

だきます。教育委員会におきましては、松下洋一郎教育委員会理事兼教育部担当部長（文

化・教育ゾーン総括）が理事（医療保健担当）兼福祉部担当部長（総合的病院誘致担当）と

して市長部局へ出向いたしましたが、その後任として市民部次長でありました森本博和が教

育部担当部長（文化・教育ゾーン担当）として昇格してまいりましたので、御紹介させてい

ただきます。 

○森本教育部担当部長（文化・教育ゾーン担当）  

 森本です。よろしくお願いいたします。 

○新明教育長職務代理者・教育部長  

 それでは引き続きまして御報告に入らせていただきます。まず最初に、平成１７年度逗子

市内一周駅伝競争大会について御報告させていただきます。第５３回逗子市内一周駅伝競争

大会につきましては、平成１８年１月８日（日曜日）、午前９時より第一運動公園テニスコ

ート側駐車場前をスタート地点として、第一運動公園内プール管理棟前をゴール地点として、

市内のほぼ全域６区間２7.１キロメートルにおいて、第１部地域対抗１２チーム、第２部団

体対抗２５チームの参加のもと開催されました。その結果、第１部地域対抗の部におきまし

ては、第１位には大会新記録の１時間３０分１７秒をもって池子Ａが７連覇を達成したほか、

第２位には１時間３５分３５秒をもって沼間が、第３位には１時間３６分０５秒をもって久



木Ａが、また第２部団体対抗の部におきましては、第１位には１時間３４分５２秒をもって

逗子開成Ａが６連覇達成をしたほか、第２位には１時間３５分２１秒をもって逗子ランニン

グクラブＡが、第３位には１時間３９分１９秒をもって逗子開成Ｂがそれぞれ入賞いたしま

した。以上が逗子市内一周駅伝競争大会の結果報告であります。 

 次に、平成１７年度成人式について御報告させていただきます。平成１７年度成人式につ

きましては、平成１８年１月９日（月曜日）午前１１時より逗子アリーナにて新成人を初め

来賓者、市長、議長、市議会議員等５３５名の方々の参加のもと開催されました。当日の新

成人者数は、男性は２８６名、女性は２５３名、合計５３９名に対しまして、参加者は男性

１９０名、女性１８６名、合計３７６名となっております。参加率は、男性６6.４％、女性

７3.５％、合計で６9.８％で、前年度と比較いたしまして合計で4.６ポイント低下していま

す。なお、当日は小島教育委員会委員長のお祝いの言葉を初めとして祝辞、新成人代表の言

葉、市長による乾杯の発声など、立食形式による新成人の語らいなどが行われ、終始和やか

な中で、無事終了いたしたところでございます。以上が成人式の状況でありますが、委員長

初め委員さんにおかれましては御多忙の中、両日にわたり御出席いただきましたことを感謝

申し上げるところでございます。 

 引き続きまして、平成１８年１月１１日に藤沢合同庁舎において平成１７年度第３回湘三

管内教育長会議が開催され、私が出席させていただきましたので、その概要について御報告

させていただきます。 

 まず１点目といたしまして、総括教諭についてでございますが、総括教諭の配置につきま

しては、本市においても本年４月１日から総括教諭の配置をするため、逗子市立小学校及び

中学校の管理運営に関する規則の一部改正について、昨年１１月の定例会において御審議、

御承認いただいたところでございますが、その配置数、選考基準が示され、本市においては

小学校９名、中学校５名となっておりまして、大卒教諭につきましては教員経歴１７年以上、

短大卒教員については１９年以上、かつ本県の２級教諭、養護教諭５年以上、原則５８歳ま

での者で、将来的に教頭になり得る者及び指導力を発揮できる者を各市町教育委員会におい

て人選してほしい旨のお話がございました。 

 次に、湘南三浦教育事務所管内の教職員等の退職者についての報告がございました。小学

校におきましては校長１２名、教頭６名、教諭、養護教諭、事務職、栄養職員を含めまして

８９名、合計１０７名であり、前年度より８名増加しています。また中学校におきましては、

校長１０名、教頭６名、教諭、養護教諭、事務職、栄養教諭を含めまして２４名、合計４０



名でありまして、中学校においても前年度より６名増加しています。 

 次に、管内の異動希望教員につきましては、小学校は８名、中学校は８名、昨年よりやや

減っており、また管内から管外への転任希望教諭につきましては３０名で、そのうち中学校

から高校へ８名おりまして、昨年より若干ふえております。そのほか、管外から管内への転

任希望教諭につきましては３０名で、そのうち小学校については２５名となっておりまして、

１５名が横浜からとなっております。希望理由といたしましては、住居地及びその近隣市へ

の異動希望が多いという状況でございます。以上が平成１７年度第３回湘三管内教育長会議

の概要でございます。 

 雑駁ではございますが、報告を終わらせていただきます。 

○小島委員長  

 ありがとうございました。本件について御質疑、御意見はありませんか。 

 特によろしいですか。では、御質疑、御意見がないようですので、以上で教育長職務代理

者報告事項についてを終わらせていただきます。 

 

◎日程第４「報告第１号教育委員会職員の人事について」  

○小島委員長  

 続きまして、日程第４「報告第１号教育委員会職員の人事について」を議題といたします。 

 事務局より御報告をお願いいたします。 

○草栁教育総務課長  

 それでは、報告第１号教育委員会職員の人事異動につきまして御報告申し上げます。別紙

人事異動新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 平成１８年１月１日付をもちまして実施しました教育委員会職員の人事につきましては、

急施を要したため、逗子市教育委員会教育長に委任する事務等に関する規則第３条第１項の

規定に基づきまして、教育長の臨時代理により行いましたものです。同条第２項の規定に基

づきまして御報告をし、御承認をお願いするものでございます。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

○小島委員長  

 ありがとうございました。本件について御質疑、御意見ございますでしょうか。 

 よろしいですか。では、御質疑、御意見がないようなので、本件について承認するという

ことでよろしいでしょうか。 



                （ 全員異議なし ） 

 では、本件について承認することに決定をいたしました。 

 

◎日程第５「議案第１号逗子市教育委員会事務決裁規程の一部改正について」  

○小島委員長  

 日程第５「議案第１号逗子市教育委員会事務決裁規程の一部改正について」を議題といた

します。 

 事務局より御説明をお願いいたします。 

○草栁教育総務課長  

 議案第１号逗子市教育委員会事務決裁規程の一部改正につきまして御説明申し上げます。

今回の改正理由につきましては、逗子市情報公開条例第１０条に規定されております公開す

るかどうかの決定を行う場合、今までは課長決裁によって行っておりました。今後一層の公

開及び非公開決定等を慎重に行い、情報の公開に努めるため、市では１月１０日から助役決

裁による改正を行いました。当教育委員会におきましても、これに準じ、教育長決裁とさせ

ていただくものでございます。あと、会議が公開を求めるものにつきましては、今までどお

り課長決裁と改める改正を行うものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○小島委員長  

 ありがとうございます。本件について御質疑、御意見ございますでしょうか。 

○村松委員  

 やはり情報公開していく中でですね、かなり高等な判断をする場面もあると思いますから、

やはりそういう形の方が、今の提案の方がいいんじゃないかなというふうに思います。 

 ○小島委員長  

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 特にございませんか。では、御質疑もないようですので、本件について可決するというこ

とでよろしいでしょうか。 

                （ 全員異議なし ） 

 では、本件について可決することに決定をいたしました。 

 

◎日程第６「その他」  



○小島委員長  

 続きまして、日程第６「その他」についてを議題といたしますが、議事として何かありま

すでしょうか。 

○小俣文化プラザホール主幹（仮称）生涯学習棟担当  

 生涯学習棟建設につきまして、現在までの経過を御報告いたします。本体工事につきまし

ては、昨年１２月１４日に２回目の入札を行いましたが、入札不調に終わりました。原因に

ついて、コンサルなど意見を聴取して総合的に調査してまいりましたが、市場動向の変化、

景気の状況による諸経費の上昇など、設計時点と経費見込みに差異が生じたものと結論に至

りました。これらを勘案し、予定価格８億2,４１０万円、延べ床面積4,１３０平方メートル、

機能・間仕切り等基本部分は変更しない中で、この建物が防衛施設局等の補助対象になって

おりますので、内装等のグレードを見直し、作り付け工事を備品購入による別契約とするな

ど、仕様変更による設計を変更することで協議を重ねてまいりました結果、１月１１日に変

更承認が得られましたので、この承認を受け、１月１２日に、２０日を入札参加申請書の提

出期限とし、２月３日を入札日とする条件付一般入札の公告をいたしました。事務局といた

しましても、工期に余裕がないことなど危機感を持っております。今回必ず落札されるよう

鋭意努力してまいりますので、御理解いただきますようお願いいたします。以上です。 

○小島委員長  

 ありがとうございます。何か御質疑、御意見。 

○村松委員  

 かなり今、鉄骨とか高くなってきていますよね。それで、今のヒューザーじゃないですが、

あまり安い価格で入札しようとすると、やっぱりかなり中身はですね、お粗末なものができ

るということも考えられるわけですね。今度、坪数とか何かも減らすんですか。 

○小俣文化プラザホール主幹（仮称）生涯学習棟担当  

 いいえ、面積は変えておりません。 

○村松委員  

 内部だけですか、変えられるのは。 

○小俣文化プラザホール主幹（仮称）生涯学習棟担当  

 先ほど申しましたように、予定価格というのは設定されておりますので、機能、間仕切り、

延べ床面積など、基本部分は変えません。 

○村松委員  



 インテリアだけ変える。インテリア、どのくらいの…価格の格差がね、落札と希望価格と

あるかわかりませんけれど、インテリアを変えるだけで詰められますかね。 

○小俣文化プラザホール主幹（仮称）生涯学習棟担当  

 村松委員が申されたように、インテリアを変えるということと、作り付け工事、これは家

具等が入りますけれども、これを別契約で備品購入とすることで対応していきたいと思って

おります。 

○村松委員  

 いずれにしても、かなり緊急を要することですから、今回入札しなかったら根本的にです

ね、やっぱり変えた方がいいんじゃないかと、考え方をね。これからやはり必要なのはもち

ろん、デフレの時代ならばいいんですが、少しインフレ傾向になっていますし、やっぱりし

っかりした建物をつくるという考えでいった場合には、本体というのはかなり、特にそうい

った学習棟ですから、いろんな子供たちの影響とか問題出てまいりますから、その辺はきち

っとやった方がいいんじゃないか。できないならば、若干でも狭くして、しっかりした建物

をつくっていくという方向にするか、あるいはもう少し予算をふやすか、二つに一つだろう

と思うんですが。ぜひなるべく早い着工をお願いしたいというふうに思います。 

○小島委員長  

 今の件、よろしいでしょうか、ほかには。 

 では、ほかにその他として何か議事がありますでしょうか。 

○嶋教育部次長  

 それでは、平成１８年度の予算概要の説明をさせていただきます。平成１８年度の一般会

計予算中、教育委員会所管の歳出予算の概要について御説明させていただきます。現在平成

１８年度事業の予算編成に向けて全庁的に事務を進めているところでございますが、教育部

につきましては昨年比で１０％のシーリングにより予算編成を行っておりますが、まだ市の

予算編成全体の数値が固まっておりませんので、予定ということで御承知おきください。 

 平成１８年度の当初予算の教育費は２７億1,６９６万8,０００円となり、前年と比べ１億

4,８２２万4,０００円の減となる見込みであります。これは、沼間小学校屋内運動場の完成

したことによる経費の減額が主なものでございます。なお、前年度予算に対しまして１０％

のシーリングが市の政策として財政当局から示されましたが、できる限り学校現場の負担に

つながらないよう配慮して予算計上させていただいたと考えております。お手元に配付いた

しました資料、主要事業概要でございますが、平成１８年度の教育委員会の主な事業の案に



ついて一覧にまとめたものでございます。その主なものについて説明させていただきます。 

 まず１ぺージをごらんください。教育総務課でありますが、事業といたしまして５事業が

掲載されております。主なものを説明いたします。最下段の学校施設整備事業につきまして

は、継続事業といたしまして１６年度に着手いたしました沼間小学校屋内運動場整備事業が

１７年度で完了いたしまして、引き続き同小学校の屋上防水工事を行うほか、市立の小・中

学校の整備事業を市単独事業として行うものであります。 

 次に３ぺージをごらんください。学校教育課でありますが、主な事業といたしまして２４

事業が掲載されております。次の４ぺージに移りまして、１番目に掲載されております児

童・生徒安全確保事業は、児童の安全を図る対策としてＧＰＳにより携帯している児童の位

置情報が確認できる機能のついた携帯端末機を市内在住の小学校の希望者に補助金を交付し、

保護者の負担軽減を図るものであります。２番目の新規事業でございますが、教育表彰事業

といたしまして、研究及び研修に努める教員の努力に報いるとともに、一層の切磋琢磨する

環境づくりのため、表彰制度を確立するものであります。順番は変わりますが、総合教育プ

ラン策定事業につきましても新規事業であります。今後３年を見越した教育プランを策定し、

保護者や市民に対して逗子の教育方針を示すため策定するものであります。 

 次に５ぺージに移りまして、１番目の学校給食設備維持管理事業につきましては、学校給

食の集団中毒防止のため、調理場のドライシステム化を進めておりますが、本年度も引き続

き設備の充実を図るものであります。２番目の教育用コンピュータ維持管理事業の減額につ

きましては、リース料の減額が主なものであります。４番目の芸術鑑賞推進事業につきまし

ては、文化プラザホールを活用いたしまして、質の高い内容を提供し、児童・生徒の心豊か

な成長を期するとともに、保護者の負担軽減を図るものであります。昨年同様、オーディオ

で行うことにより、経費の削減も図ったものであります。 

 次に７ぺージをごらんください。生涯学習課でありますが、主な事業といたしまして２５

事業が掲載されております。下段より２番目のふれあいスクール事業につきましては、従来

臨時職員で対応しておりましたが、非常勤職員化によります雇用の安定化を図るとともに、

パートナーを増員いたしまして、体制の強化を図るための増額をしたものであります。次の

文化活動振興事業は、文化振興条例の制定に向け事務を進めるとともに、全国公募の第３回

絵本コンクールを引き続き行うための予算を計上しております。 

 ９ぺージに行きます。一番上の名越切通整備事業につきましては、国指定名越切通のまん

だら堂の保存対策を含め、第１切通付近の園路整備等を行うものであります。３番目の古墳



整備事業につきましては、史跡指定地の公有化を図られましたので、整備計画を進めるため

の発掘調査等を進めるものであります。なお、生涯学習課の事業のうち、成人式開催事業及

び野外活動センターの管理につきましては、市長部局から事務を委任されておりましたが、

成人式開催につきましては、市民活動の一環としてさらなる事業展開を図るため、市長部局

へ返還を受けたいとの話がありまして、今後手続を進めさせていただきます。野外活動セン

ターにつきましても、購入予定の脇村邸も含めた都市公園化が考えられておりまして、郷土

資料館を除き、同じく市長部局に返還する予定であります。これにつきましては、平成１８

年度第１回定例会に条例改正の提案が予定されており、可決後、成人式開催事業とあわせて

事務委任等の手続について教育委員会にお諮りしたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 次に、１１ぺージをごらんください。体育課でありますが、スポーツ審議会経費のほか４

事業が掲載されており、例年同様な予算計上となっております。 

 次に１３ぺージをごらんください。教育研究所でありますが、調査研究事業ほか７事業が

掲載されておりますが、前年同様な予算計上となっております。 

 次に１４、１５ぺージをごらんください。小坪・沼間両公民館につきましても、例年同様

な予算計上となっております。 

 次に１６ぺージをごらんください。図書館でありますが、主な事業といたしまして６事業

が掲載されております。１番目の蔵書整備事業につきましては、図書館及び館外施設用の資

料等を購入する、特色ある図書館とするため、蔵書の購入費を計上したものであります。昨

年は新設に伴い特別に増額したもので、本年度は従来のベースに戻ったものが減額の原因で

ございます。 

 次に、図書館活動事業費につきましては、ブックスタート事業初め図書館協議会や図書盗

難防止施設の賃貸料を計上したものであります。また、図書館へ来ることのできない、障害

を持った方や、一般市民への宅配による図書貸し出しを行うなど、図書館活動を積極的に推

進したいと考えております。 

 次に１７ぺージに移りまして、図書館情報システム管理事業につきましては、図書検索シ

ステム等の維持管理を行うものであります。 

 次に１８、１９ぺージをごらんください。市立体育館及び青少年会館につきましては、例

年同様な予算計上となっております。 

 次に、最後の２０ぺージをごらんください。逗子プラザホールでありますが、主な事業と



いたしまして６事業が掲載されております。１番目の文化プラザホール維持管理事業につき

ましては、昨年は主に６月からの管理費が計上されておりましたが、本年度は１年間の管理

費を計上したため増額となったものであります。２番目のプラザホール運営事業につきまし

ては、自主事業の経費及び事業強化への交付金を掲載したものであります。４番目の文化・

教育ゾーン整備事業につきましては、生涯学習棟の建設を引き続き行うため、事業費を計上

したものであります。 

 以上、雑駁でありますが、説明を終わります。 

 もう一つあります。図書館の事業のうち、古文書事業がございますが、１７ぺージです。

これを生涯学習課の方に事務を移管いたします。 

○小島委員長  

 ありがとうございました。そういたしますと、掲載していただいた主な事業の中で、学校

教育課に３つの新しい事業が、それからここからほかに移っていく可能性があるものも含め

て掲載していただいております。ありがとうございました。本件に関しまして、何かござい

ますか。 

○五十嵐委員  

 ４ぺージの教育表彰事業について、積算の内訳を教えていただけますか。 

○川村教育部次長（学校教育課長事務取扱）  

 これは小・中学校の教員５名について、１人１０万円ということで５０万円です。それか

ら、その表彰された教員を輩出した学校につきまして、１人輩出しますと５０万円、それか

ら２人だと１００万円で、５人分で２５０万円で、個人と合わせて３００万円。他にこの優

秀な教員を選出する講師等の謝礼金として５０万円。合わせて３５０万円と想定しておりま

す。 

○小島委員長  

 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

○村松委員  

 これ、今、予定はトータル、教育事業としていくらぐらいでしょう。この主要事業、トー

タルは。 

○新明教育長職務代理者・教育部長  

 ９款の合計でということですか。教育費で２７億1,６９６万8,０００円。前年度と比べま

して、１億4,８２２万4,０００円の減、そのような形になる予定です。 



○村松委員  

 今のところ、５％ぐらいですか、ダウンがね。前回のシーリングとしては１０％。 

○新明教育長職務代理者・教育部長  

 １０％です。ただしですね、今回先ほど次長から説明がございましたように、沼間小学校

屋内運動場が継続費で整備を行っていた。その減がかなり大きいですね。その逆にですね、

生涯学習棟が今度、次年度増となり、そういう差し引きもあります。 

○村松委員  

 やめる事業もあるんですか。教育事業として。 

○新明教育長職務代理者・教育部長  

 今回、１０％のシーリングが当然あるわけですけれども、やめた事業というよりは、教職

員の福祉会の交付金、これが従来ですと交付割合が４３％ぐらいあったのですが、市の方も、

この時期、かなり厳しくなっておりまして、この手の交付金については特に大阪市の問題も

あり、３１％ぐらいに削減するというようなことを言われました。実際にはやめるというこ

とではないのですが。全体として、生徒や児童に直接影響を与えるような、それから父兄に

負担を求めるようなことはないようにということの中で、シーリングをしてきたと、そうい

うような予算のつくり方をさせていただいたと、そのような現況の次第であります。 

○五十嵐委員  

 学校給食の方の給食設備の中で、アスベストを使用している調理器具が大分これで出てき

ているんですが、その辺の対策というのは。 

○川村教育部次長（学校教育課長事務取扱）  

 本市の給食施設のアスベストの状況ですが、業者の調査によりますと、回転窯で使ってお

りません。特に１点、使われていたというものについては、熱風保管庫のスイッチ部分のと

ころに、飛散しない、硬い材質のものが一部使われておりました。早速業者に話しまして、

今年度３月の時点で取りかえるということになろうかと思います。以上です。 

○小島委員長  

 ほかにいかがでしょうか。 

 では、予算の件は終わらせていただいて、ほかにその他として何か議事がありますか。 

○嶋教育部次長  

 それでは、総合型スポーツクラブの現状について報告させていただきます。総合型スポー

ツクラブにつきましては、平成１５年４月３０日付けで逗子市体育協会に総合型スポーツク



ラブの設立の実現に向けて検討の依頼を行い、２年間にわたり検討がされてまいりました。

平成１７年３月２９日に体育協会から逗子市における総合型スポーツクラブのあり方につい

ての回答がなされております。この回答によりますと、平成１５年３月２４日付の逗子市ス

ポーツ振興審議会から建議された内容を尊重し、現在ある地域体育団体協議会を発展、充実

させ、体育協会内に本部及び各地域８クラブからなる（仮称）逗子市体育協会スポーツクラ

ブを設立としており、この回答を基本に早期設立に向け、昨年６月、体育協会内に設立準備

委員会を設置し、検討を続けてまいりました。 

 その結果、１１月の体育協会理事会協議会におきまして、設立に向けての課題等について

検討を行うための設立委員会の設置が承認され、新たに１２月１日に設立委員会が設置され

ました。この委員会には、行政から教育部長、西川逗子小学校校長も参画し、設立に力を入

れております。この第１回設立委員会が昨年１２月２１日に市立体育館第１会議室で開催さ

れ、これまでの総合型スポーツクラブの取り組み経過の説明がなされました。 

 今後の予定につきましては、本年２月に財団法人日本体育協会の総合型スポーツクラブの

認定申請を行いまして、この認定の取得後、今後２年間にわたりまして文部科学省の助成金

を受け、設立運営をしていく予定でございます。具体的には、本年６月ごろから会員を募集

しまして、１０月から活動を開始する予定でございます。平成２０年４月にはクラブの自

主・自立化を目指して会員募集あるいは会員の踏襲等を行い、自立したクラブとして発展さ

せていくことを目標に、今、事務を進めているところでございます。以上でございます。 

○小島委員長  

 ありがとうございます。何か今の件に関しまして、御質問ございますか。 

○村松委員  

 これ、２年間だけは行政で面倒見るよということですか。 

○嶋教育部次長  

 行政というよりも日本、逗子市ということでなくて、日本体育協会の方から２年間、最高

限度ではなく、３００万交付金がいただけますので、これを運営資金としまして、２年間。

その後は会費で自立していこうと、こんな予定で事務を進めております。 

○小島委員長  

 ほかにいかがでしょうか。なければ私が一つ質問を。 

 前回のお話がありましたが、フラット化がもし実現していたら、今おっしゃった文科省の

助成金というのはとれなかったのでしょうか。 



○嶋教育部次長  

 それとは特にはつながってこないと思います。市が受けるのではなくて、財団法人の中に

できます（仮称）体協スポーツクラブ、ここが補助金を受けて運営していくということなの

で、これとは直接つながりはないと思います。 

○小島委員長  

 ほかによろしいでしょうか。 

○五十嵐委員  

 現行で市が体育協会に体育振興事業として資金、予算計上している部分については、何か

体協の方にスライドするという部分はあるわけですか。 

○嶋教育部次長  

 直接この体協スポーツクラブの方にお金が行くということはなくてですね、私どもの施設

の部分でかなり支援をしていくということを求められておりまして、それを実現していかな

ければいけないということなんですけど、例えば体育館、現在月曜日が休みですけれども、

この月曜日の休みをやめることによって、その部分を体協スポーツクラブが利用していくと

いうような部分でですね、設備での協力をしていくというようなことで支援をしていく。そ

ういうことを考えております。 

○小島委員長  

 ほかによろしいですか。吉委員、よろしいですか。では、この件は終わらせていただきま

す。 

 ほかにその他として何か議事がありますでしょうか。ないようでしたら、以上でその他に

ついて終わらせていただきます。 

 最後に、次回の定例会ですけれども、２月の２日から市議会定例会が予定されております

ので、教育委員会の定例会と重なることも予測されます。したがいまして、２月の定例会の

日程につきましては改めて御連絡申し上げるということで、よろしくお願いをいたします。

教育長不在のもと、１名教育委員が足りない中、スムーズにいきますよう、どうぞよろしく

御支援をお願いいたします。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 これをもちまして教育委員会１月定例会を終わります。ありがとうございました。 


